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学 展 謂

四 ド イ ツ に お け る

都市発生の磁階規定論争(下)

c . ハ ー ゼ r ヴエストフア— レシ .

訊都市の発生」をめぐって一一

寺 尾 .....誠 、…

...既にこれまで述べたよ：うに， C .ハーゼの菩違^「ヴ 

ュストファーレン諸郤市の発也J は西ドイツの歴史学 

界において大きな学問的反響を呼び起した。 そこで 

1965年の第二版にC .ハーゼは，それまでに寄せられ 

た批判を彼なり匕整理しさらにそれに対する彼のコ 

メントをfJ .し た 「第二版への批判的後書」を追加発表 

している。木倘では* こ の 「批判的後窗J にそって， 

ぶ家の批利に对す名C hハーゼの反批判を紹介してみ 

たい*， '
C .ハーゼは，主に方法的な問題と時代区分に関す 

る問題に焦点をあてて , 以下のような順序でこの「後 

H j を煅開してぐ、る。

もんじょ
方で未公刊の文書の利用が行

A 史 料 的 基 礎  

この点にIM1しては，

:われなかっただけでなく，公刊の文献も十分に利用さ 

れ尽されていないという批判が寄せられた» 'と同時に 

他方では細13を乘りこえ，あれこれの文書を見逃す危

険を_ して，主題の問題他に肉迫し，大15)'の方向を批
( 2 )

判的に打ち出した著者の剪気が称揚された。ハーゼは
( 3 ) ふ.

双方の批評は，部分的にのみ当っているという。一部

には事前に何の研究もない2 0 0近くの集落について文

M作業を断念したのは，このfl•部をいずれは終了ざせ

たいと願う場合，そうせざるをえないのであって，0 -

気の問題ではない。さらに入手闲難な地方史の雑誌を

十分利用していないという点でも，同様の_ 情が妥当

する。著者の作業のH的は可能な限り凡ゆる都市的な

集落を色含することであり，史科と文献の完全な引用

は丨:1指されてはいなかったのである。すなわちこの本

は，ヴ■.ェストフ ‘，一 レンの諸都市に関する苗'科全霜的

な著作ではなくて，これら諸都市の地図についての®
釈書であって，その都市の発生の時湖を発見する為fc

必要な限りでのみ実証が行われたのセある。

他方で地方史研究が色々と袖いうるだろうことは'，

疑う余地もない。.例 えば J . ズィドゥは， ノイエンラ

一デとリ土一デンシャイト発生の時代K 分について郷

土史の文献を紹介しているが，この例で、は地方史文献

を無視したために，時代区分令類型化の点で弁護し難
( 4 )

い程度に誤った区分があるとは思えないのである。

この点では，文_ 研究がなされなかったことを逄認 

した上で，公刊の文献が十分利用されなかったことを， 

具体的な実例で示したA . K .ホ 

が，

ムベルクの批判の方 
( 5 )

より根本的な点をついているといえよう。

B 本書の一般的 I平価 

W. レズィソガ一の評価がこの点に関しては，

最も！̂ 、。彼は，都市概念が時代と場所によって変化 

するという私のテーゼから出発して，ポーランドの都

注（1 ) 特に前稿（本誌 61逸 10 母）で紹介した J, Sydow, Fragen und Probleme der Stadtentstehung を参照。

( 2 ) 代表的なものとして Karl B o s lの密評 （Zeitschrift fiir bayerische Landesgeschichte, Bd. 25,1966, SS. 595

マ6 0 2 )の 5 9 6 真を参照。 ’
( 3 )  C. Haase, Kritisches Nachwort zur 2. Auflage seines Werks “Die Entstchung der westfalischen StHdte*’，

MUnstcr 1965, S. 251. ■
( 4 )  J. Sydow, a.a.O .，S. 2 4 1 und' ebd. A nm .1 3 .この注（13)でズイドウはノイエンラーデとリユーデンシヤイト 

.の都市法が，.それぞれザウブラントの郷土史の雑誌“廳 rker” （1 9 5 5年の. 4.号） と “Reidemeistor” (1957

印の2 号）に発表されていることを紹介している。それによるとノイエンラ一デには，既 に 1355 .年 7 力 7 ロ 
イナの都市法， リューデンシャイトには1364尔 1 ) ) 2 1 日付の都市法が存在していたことが判る， ところがハ一 

ゼは丨:丨分自身の文献渉M により，前者は 1邪3 非，後耑は 1278年の少し以前を都市発也の時期と推定してお•り， 

ズィドウの指摘によってこの推矩はくつがえらぬという。

( 5 ) 前稿で紹.介した A‘ K. Homberg, Zur Erforschung des westfalischen Stadteweseiis im Ilochmittelator を孩

照。 •
. . ( 6 >  Walter Schlesinger のi 〖評 .(WestfSlische Forschungon, B d .13,I960, SS. 208—2 1 0 )の 209 H 参照《

市発坐に関する「進化説』と 「植再説」の（、ずれが正

しいかという問_ は，こめテーゼによって色■褪せだと

する。すなわちいろI 、ろの地方で色々の都市概念が同

時に妥当する对能性及が「植民者的な」形で存择しつ

つも進化の要素も排除しないよ5 なそれら色々の都市

概念めがさなりあいの对能挫があるという。かくしで

国民的な怨恨の感情が冬め鉴礎に認あられるこうした

論争の綾和に，本書がささやかな貢献をした， とハ一 
(7)

ゼはいう。

またK . ボ一ズルは，本書により，「比蛟学的類型論

と年代に関する研究に® き， ヨ ー口ヅパ都市史との関

係において最初がら現代迄のドイツ都市め全史へ迫

る道j が示されたとし， H .パッツェは,「都市を特殊 
.. 一 一......： 一 . • .ン 一. . _ 、 . — .....

( 7 ) C. Haase, a. a. 0., S. 252.
( 8 )  K. Bosl, a. a. O., S. 598.

( 9 )  Hans Patze の論評（Hessische^. Jahrbuch fiir 
Landesgeschichte, B d . 10, I960,  SS. 246—248) 
の 2 4 7 頁参照。

(10) C. Haase, a. a. O., S.. 252 f . ,
( 1 1 ) K. Kroeschell, Weichbild, Uritersuchung zur 

Strukiur llnd Entstehung^ der irtittelalterlichen 

Stadtgemeinde in Westfalen, Koln/Graz 1960; 
derselbe, Stadtgriindung und Weiehbildrecht in 

Westfalen. Schrifteii der Historischeij Kom- 
mission Westfalens, Miinster 1960: derselbe, 
Rodungssiedlung und Stadtgriindung, in ： Blatter 

fiir deutsche Landesgeschichte 91,1954, SS. 53— 

7 3 ) クレ一，ン尤ルは最後にあげた1954年公利の 

雑誌論文において，H. ブラ一ニッツに代表され 

る中世都市法の起緘を® 人ギルドまたはその誓 

約団体とその属人的な商人法に求める考え方を 

枇刺し， a  v . ベロウのように都市の諸関係を農 

村め諸関係と丨对迪づけてとらえることを提唱し 

f c , . そして彼lil身は， この論文において建設都 

市と開拓村がどちらも色ら.の法を形成しうる栽 

判共同体としヤ周辺の地K とIS別される点に注 

目する。そして聞拓村における特権( 1̂1治的裁判 

権と永代丨〗丨山借地権に代表される）がf (邦沿•主の 

意識的， 計画的妞設の產物ゼあることを主張す 

る。 しかもへツセンの都市力ツセル等の例を引 

き，都市 |i|体よりも西いと思:^れる關拓村のI"! 
山農圾の特権が都市成立に茁逆な役割を來ずと, 
いう。 肋挑村から都市への維続的発艇というク

. ド…ンエ少の主張は，その後上記の二つの著作 , 
特に前渚W eichbildにおいて， ヴエストファ一 

レンの史货に站き， さらに肉付けされた。 彼

な研究論文的観察からますます離して， ヨーロッパ中， 

世の現象として評価し/発生粜団と概念又は法の内科 

に従い比較学的に観察する必要に j 本書はこたえてい 

るという。ただ彼によると* 都市史は务ぐまで、一般史•. 
との関連を朱って .はならない。

これら^)批評がら，本書に付けられた基本地図は* 

作業成来をより広い関連 (都市史）に入れこむ諸研究に . 

より補われぬ限り，価値がないことが，明らかとなる;、 

従って本書の火点の一つは. , 今丨Uに至 2 ,迄のヴュスト 

ファーレンの個々や領邦O 祢市制度についての研究部

を，一般的な領邦史に関速させつつ研究していないと 
(10)

いう点にあ •るであろう。 .

他の欠点は,同時代の同じ用語の下にあらわれたり

(Weichbild, Froiheit, Flecken. Burgmaimenstadt 等）•

今日共通の概念の下にくぐられる都市x は都市に類似:

の集落集団の研究にあも。 この点で K .クレ一シ;^ル

は部分的には誤づた，不十分な傾向を伴っているとし

ても，根本的にはさらに渉まねばならない道に一歩先 : 
(11)

に踏み出したのである。 . .

図 3 W eich b ild法と荘園管理所の分布
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ここでこの名■作が制度史や行政史に驻き人口*相：会 • 

猫済史の諸問題にっき-一而的な整现しかないという
...........パ ( 1 2 ) . .

_:.IV..カイザ一の批評にふれてお.こう。

この点ではよりif卩絀にみればそれ祝一而的でもない 

し,仙而この種の研究にはそうした一而饨も或る程度 

不可避的である，とハーゼはい’ぅ、 しかも法制史がそ 

とから利盛を得ることも亦觉に.少ない。. これは特•〖ヒ相 

:む:比校の対象となる都山史の諸研究が法制虫的)y fg題 

歡记の支配から離れ都市有機体の全体他を目指す場合 

，に一炤そラなのである。ただ丨!!)接的には都市の法秩摩 

を法以外の?JV物との関迚でっかもうとする限りでは， 

新しい諸成采も法制史に役立っであろう。.

さらにカイザ一は，ハーゼの研究が，都市地図め作 

.成を II ]nして彳7 われたので, ヴ土フ、トファ 一’ P ソ6 諸 

郤市の発坐という問题に対しては部分的な回答でしか

'は，.そこでヴ；r .ス.トソァ一 'レン■を中心に中世に 

んらわれてくる都市的な宏II：•地の名称Weichbild 
を遠除地商人の：*ii任地 \ v i k と同一視し，従って 

Weiclibildも W ileの法として土より与えられた 

，商人の特権と考えるプラ 一ニッッ.を;jijyi'批判す 

る。クレーシェルによれは\ 史料の語るweichbiid 

.は-丨:地保有権 (またはこのための货;Hi) , 都市の 

領域，‘都?け丨:|体， 郤TfTと農f t の中丨Hj的存在の集 

落 （その染落のt.i:描）等と灾に多義の内容をもつ

このうちクレーシ了.ルは永代丨丨丨山沿地権という 

形の土地保仓悅を:fft祝し，この借地後が，個人単 

位のも.のでな < その個人が一つの共同体Bqr- 
•schaft i：域することにより初めてみえられると 

ころから， —桢の犯冏货与であると.いう。 とこ. 
ろでヴゴ. ストソァ一レンでは，とうした地縁間体 

.は社H :要赞观所 Haupthof ciner .Viilikation.と 
•密校な丨幻)!(iをもち，独r丨の烛を行使しえた。

かくしてクレニシ;,ルはこうした| ,̂治闭体は，主 

に教会閲係の；f!••丨如符现所Fionhofの土地'を分割 

し，そこに丨，| '{Uと特拖で沾上が总識的に.人々を移 

化せしめた結识成立したのだといぅ例3 )。しか 

もこれが典观的にみられるのは，捌立農家 . 散 村 ン 

または小fj■の多いミュ、ノスタ地方であ 0 こう 

した新しい祀Oi地は，その地方の人口の比较的密 

染した中心地であったといえる（閧 4 ) 。なおハ一 

ゼとクレーシ-Xルの研究の補完他については

li/rieh Kittcl ©lifftf (Lippiseho Mittcilungen, Bd.
29,I960, SS. 258—2 6 0 )の 258 K 参照。

ないとV、5 • ハーゼは , この批評に,根本的に同惫して 

い，。そしてヴ尤ストファーレン諸都市の発生史の叙 

禅は，引き合いに出される諸関係の多様性の点で本勘 

•と金 < 異なつたものでありえようともいう。都市発生 

の捭図を作成するという課題は，或る意味で囟人 i 拘 

束するための緊衣Zwfmgsjacl识であるが，こうした泡i 

制でもなけ'れば，' ヴ；n ストファ一レンの凡ゆる都市を 

追跡しその最初から今日迄め都市制度を調査すること

を決意する人もいなかつ たであろう，とハ ー ゼはv、う
. . . . . .  . . . .  . .

.' . ..• ' ■
C ヴ :n ス卜ファーレンの地方的都市発生-  

ズィドウは，本書の対象：！也域が今日めヴ-ストファ 

ぺ行政区に皈定されており，オスナープ一レン _• V ツ

リュック司教領とミュ^ぶタ一の下司教区が無殚され 

ていることを批判している。 しかし中世盛期の領域を

図 4 村落形態と Wgichbild

® 教会所在地に発生のWeichbild 
H. _計画的迚設型のWeichbild .

一一小村Drubbelと集村Dorf地域の境界 
小村W eUefの地域 

0 25 —50 75 100km

K. Kroeschell, W eichbild； S. 189, Karto 4.

，<12)^ l(D ySW NeUe FOrSChUngCU — 犯  Stadtegoaohito, S .375f.
观 ，丨"則ノの办 J  (Das hi3torisch-politischo Buch, Jg. 9 ,1961, SS. 258—260) の 258 頁 

(̂13) C, Hnaee, a. a. 0., S. 253. ‘ 。, ■ -

‘1000半にもわたる時代の研究の趣礎に蹬けるであろう 

か 。歴史的な領域は，それ lii体「変化しつつある領域 jt?
あり，ズィドゥの立場はすでに古いといわなくてはな 

(15)
らない。勿論屮世後期の都市制度を扱う場合には，ズ

ィドゥのいうような領域が迸礎となろうが， 118的こ以

前の都市制度の歴史においては， もっと広い全国的な

広がりが 1:1指されなくてはならない。従 っ て 1 0 0 0年

もの都市史を取扱5 場合には，.どの区分も恣意的であ

り, それ故现在の領域这分から出発することが最善で

ある。 しかも:容老の地図には，この境界外の諸都市も

地図にのる限り取扱われて店り，その中には何時の.時

■•代かにヴュストファーレンに数えられた地域もノi2含さ

れているのであり，一つの地図の示しうる限りの全体

像は既に提出されているといえる。

勿論 , 都市建設の波が生じた初期の時代に，既に全体

.として中核の地域が政治的にまとまっていたアルト •
ヴユ，レテムベルク等の地方の方が， この種の研究にと

りより容易であろうというズィドゥの批評には同意し 
( 16)

うる。ただしヴエストファーレンが，そういう意味での 

;政治的領域であったことは，かつてないのである。むし 

ろ必耍なのは既にのベたように領邦史の範囲でのヴモ 

ストファーレンの個々の領邦の都市史の研究であろう。

こうした議論は> 「都市発Hi圈 j.'Stiidtclandschaften  

把捉の問題性と方法的W難さを叨らかに示している，

D 方法一般について

ハーゼの方法に対する根本的な異議は，K , クレー

シXルによつて唱えられた。彼は，都市概念こそ，ハ 
1 ( 17)

ーゼ の 「全研究の核心的問題J であるとする。相互作

用的な解明に際して，予備概念が近奴な；®味を持つこ

とを放認はするものの，次のような行き過ぎがあると

いう。すなわち（ハーゼによって）適 )丨丨された方法では,

「我々の周知の现代的都市概念に最も近いものがその

現在の凡ゆる特徴と共に都市と滑做されるということ

になつて.しまう」のである。だ か ら 「现代的諸表象の

歴史への逆投影だという考えを， ここでは禁じ得ない 
(18) •

のである。:丨

(14) J. Sydow, a. a. 0., S. 239.
(15) C. Haase, a. a. 0., S. 253—254.

G れに対してハーゼは， クレーシ：t ルが彼!!|らの出

発点と閲速した丨山論の犠种に丨〗丨分を陥れているのでは
. ■  . 0 9 ) , . . . . . .

ないがと反論する。ハ—ゼによれば，相7/：作用的な解

明の原則に照らして予備概念として役立つのは，「煳知

の現代的な都市概念 j ではなくて，中世都市に閲して

现代の研究が発展させたところの7包括的な歴史的概念

である。前提を持たずに史料からのみ出発して作寒ず

る歴史家はいない。我々は全て，我々の先輩违の周め

上に乘っかっているのであり，我々にも冏様のことが

起ると予期しつつ，彼等の作業を続行し , 訂正し，整理

し直すことしかなしえないのである。だから「逆投影 j

があるとすれば , そ れ は 「現在 j が I!丨らの生活環境に

ついて持つ丧象 (现代的表象)によるものではなくし

て，過去に関する現代の研究の成泶を過去そのものべ

逆投彤することであ、り，そ G で必要があれば，その成

扱も討正するよう試みることをも同時に伴うのである，

ハ一ゼはここでクレーシュルが誤解して発晋したの ,

かもしれぬともいう。パーゼが都市は時代と地方にX

り異なるものだというときには，都市という言葉社现

代の都市に関るも .のではなぐ，抜雑な歴史的尖態の略

語でしかない。読者は，その略語を彼の知る现在の都

市や彼が iUたことのある過去の都市の姿へと盼らしめ

るの，であるが，その略語そのものはまた，語られてい」

る_ 柄についての近似値（歪められているとはいえ）を

読者に与えるものだからである。

ところがクレ一ンぶルは,恰もそうすれば過去とそ

の史料に対し現在の表象を入れ込んで解釈する危険が

なぐなってしまうかのように，「史料を過太 •の丨;1 己 M
(20)

解の表現として信頼 .し， これに従うj 立場を代并する ,
そして彼のヴエストファーレンの .W eichbildについて

の研究において，そうした方法の実例を示そうと試み

ている。ハーゼは，クレ，シ*ルの問題提起を正当と沿

做すのであるが，それはハーゼのそれに取って代るよ

りよきものではなぐ , 多様な側面からヴエストフ v 一

レンの都Tf丨•制度を解明するための一^^の問題提起とい 
(21)

う意味においてなのである。歴史的现灾という迚物は 

多くの側から眺められ，個人はその一部を把握するに

(16)
(17)

J, Sydow, a. a. 0,, S. 240.
K. K roeschellの福1 評 (Niedersaclisisches Jahrbuch ftif Landesgeschichte, Bd. 32,1960, SS. 417—421)の 418 M > 

(18) ■ Ibid., S. 419-
《19). C.-Haase, a, a. 0 ” SS. 254~255. ■

K. Kroeschell, a. a. O., S. 419.•<(20)
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過 .ぎ.ない。 ヴ j .スト.フ..プーレv  O  W eichbildとヴエ.ス

トフr 一 レンの都市S ta d tとめ間に存する#常に密接

な照史的IM]述 ( クレ— :、ンエルといえどもこれを西矩はし

えない）があるにも拘らず， 生 活 の 係 の 総 体 t し

ての都市とV、う概念から根本的に離;K ようとすれば，

相 2 作用的解明の站礎としての予備® 念 （語6 れてい

る市柄〖こ閲迚して読畓が恣意的な仕方によら士にi つ観

念）からも同時に解き放たれ 't：しまう。 そとにグレー

シェ ルの方法の危瞼が在る。確かにそれにより现代の

表象を封ずるという利益はあろうV しかし逆にそのた

あ議論が突然中世埤門の歴史家にさえ必ずしも知ちれ

てはいないであろうよ5 な未知の用語を用いつつ進行

するという弗常な不利益が坐ずる。

クレーシエルめ語る「.方法的困難さ j は確んに存在

している。 しかしそれは付らかの形f c おいて歴史的認

..識の仮説につきも'わの市柄である4 クレ. - シ :t ルは

H ..シュ.トー.ヅや定義:した：「华都市 j —M ind erstad tが，

「複合された都市概念の網の 0 にかかっている全ての

ものの’ためにぶi られたようにj み免るというが，それ

なら努力もせずに「都市に類似め集落」という名称に

m り枝えうるとでもいうのだろうか。 しかしこの槭念

にしても都市で’村落でもないという複雑 f e存在を表

現するための補助構成_ に過ぎず，それね体決して絶

対化はしえないのである。

またクレ一シx ルは都市が何時発也したかについて

のハーゼの問題提起が，史料に雄いたものではな.く 4?

象を张める危険があるというが、，ハ一ゼによれば彼自

.らの丨!丨]題は现代の都市に生きる人間の過去に対す.る正 
(23)

到な問いである。 クレーシ-ルが都市発生の類型によ

り; 発也期の丨8:分を調态しうるというのも，讓突の多

M的反映という脞史的認識の問題である。

この他II . シュテ一ケムパーは，ハーゼにあつては，.

時代K 分の問題が概念規定の問題と密接な関係にある 
(24) .......

という。 しかもこの双方に問题があり，ハーゼは相互 

作川的解明の原則にによってこのどうどうめぐりから 

抜け山そうとしているどいう。 これは数学的証叨に似 

ており， それよりはむしろどのような意図から郤市が

展 ‘ m

発也したかという問題設宠の方が，歴 史 的 .経験的な

考察方法匕なるのではないだろうか。

このようなシュテ一ケムパ一の批判に対し，ハーゼ

は時代と共に変化するという彼め都市概念がその時々

め新しい都市類覩を，间様に新しぃ機能的な都市のw

的設定との関りで叙述したものにすぎず，それは発坐

期の区分 , 俾々の都市の発生期の確定，そして都市概

念という三づの主要因の一つでしか ,ない。だからこれ

だけを絶対化するわけには行かず , その意味でr数学

的な j 変数関係も，歴 史的 *経験的な研究方法と並ん 
(25) .

で蜇要だという。

がそしてハニゼは，歴史家というものは,どうも尚 

a o  ® 考と概奋形成の藷前提を十分に分析してぃなぃ

■ . に.. ■ . . . ■

' E 都 市 概 念

■ パ一ゼによれば , 時代と場所により変化する「複合 

的な』都市概念がら出発すべきだとぃう彼の主張は，

全体概念の必 

ゼは，

例免ばドイツ法制史により定義づけられた固定的な都

市概念に固執したため，ポーラゾドや英国やスペイン

等ドイツ以外の国々の問題状況への展諶を長らく誤ら 
(27)

しめ弋しまつたのである。だからむしろ亡れまでの普

遍妥肖的な都市概念を問題とし， これを溶解して，歴

史的事実にもっと接近する迄，概念の固定^:は禁欲し

た方が皮ぃとぃう。何故なら琪物や概念を拷序づけ固

定化する力の方が，それらを溶解した状態におぃてみ ,,

いろぃろめ可能性を考えて観察する傾肉よりも,常に

弱いのであるから。

勿論都市史のこれまでの全体概念の溶解は,研究成

來をよりよく理解するために，おそらぐ早すぎるほど

早く新し.い全体概念をつくりだしてしまうものであるが

さてシステ一ケムパーは , 1000年にわたる都市史の

流れの中でめ都市概念の衰滅というハーゼの表現には,.
進歩とか退歩とぃうようた拖準が使川されているので 

(28)
はないかという。しかしこの言葉は，価値的評価の意.

強ぐ支持された。 ただF . リュトゲは，
(26)

要性を問うているが，これまでのべたようにハ

( 2 1 ) C. Haase, a. a, 0., S. 255.
(22) Ibid*, a. avO-, S. 419.
(23) C( Haase, a, a, 0 ” S. 255.

(24) Hugo Stehkamper の掛評 (Rheinische Vierteljahisblatter, Bd, 27,1962, SS. 238—243) の 238 K 。

(25) a  Haase, a. a. O.，S. 256.

(26) Friedrich Liitge の_ 評 (Oahrbiicher fiir Nationelok6nomic und Statistik, Bd* 173, 1961, SS. 394-- 395)
(27) C. Haaee, a, a/O., S. 257* 、
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味で使邛されたわけではなく _ 象を:n•体的ヒ叨らかに 

するためのものである。だから衰滅とは , むしろ完全 

体としての都市から，より発贲不全な，ますます非典 

型的な， しかも農村b ら{太区別される都市の形態へと 

拡張されて行く過程というべき七あろうとする。だか 

ら一っめ都市概念の衰滅は都市舳度そのものの衰滅を 

意味しているわけではない。

ズィドゥは，可烫的な都市概念は,可変的な時代区分 

を要請するといって i 、るが、これは正じ。•■しかしとれ 

をヴ土ストフy — レy ほどの大きさめ小地域にあヤは 

めることは囷難であるし，_ 実ズィ Kゥ自身この娈請 

により地図による襄示ほ難しくなるだちうといってい 

る。パ一ゼば，これは困難であろうという。だとすれば， 

凡そ資料の秩序づけを行うためには，何らかめ時代！̂  

分の足場が必要であるから，一世紀文は半世紀毎の隹 

統的な区分への復帰の他に方法はなくなるであろう。 

ところがそれは適切でなく， しかもそれにより固姥し 

た表象像が出来上るのである。だからズィドゥの耍請 

をーづの地図の中で荧現することは，不可能セH 。

欠陥はるが一つの補足としては，それぞれの偷郝 

内の都市発生を，年代的な領邦の範囲で， しかも夫々 

の時代区分で示しう•るような一速の地図が考えられる 

が，これは一つの地図の中では到底考慮しえないこと 

である。凡そ歴史的な時代K 分において常にそうであ 

るように，我々は他にも論，儀の杂地があるととをふま 

えながらも，なお1一つの時代の境界を決定しなければ 

.ならない。そしてヴX-ストファーレ■ン全体の地図め作 

成を断念することも出来ないのである6

勿論与えられた資料にm き，その時々の表象に従い， 

違った風に別したり発生段階を区分することは简堆 

ヒ出来よう。

F 半 都 市

ハーせは , この概念をH .シネ 

■異なった，

トープ自身は，まだハ一ゼの著書に対する書評を展開 

してはいないが，都市と村落の中間的存在の構造は，

^プのそれとやや 
(32)

より一般的な形式で使用したという。シュ

(28) H. Stehkaniper, a. a. 0_，S. 238.
(29) C. Haase, & 257.
(30). J. Sydow, a. a. 0-, S. 242.
( 3 1 ) C. Haase, a, a, O., S. 257.
(32) Ibid., S, 258.
(33) W. Schlesinger, a. a« O” S, 209.
(34) C. Haase, S. 258.

あまりにもIK屑的であり，史料の状態も往々f して非 

常に劣悪で， 個 々 の場合にそこで意識的に妞設さん 

た半都市 Minderstadt (例えば冬ぐのザウアーラ.ントの. 

F r e ih e it)が問題なのか，乂は発宵不全型が間題なの 

か，何か他の型が問題なのかをいうことは出来ない，

とバーゼはいう。だからシュトープの提案した厳密な 

定義は実際には実証されえないものであるンだからべ 

- ゼは都m 飽和の時代である中世後期ド主に発生した 

集落で都市としての完全な地位に速していないもの企 

てに， ごの概念を使用した。

シュレズィソガーは， これとの関速で，初 期 の 「都

市に類似め集落」と後世の半那市‘とをぱ別することが

i e 当かどう;^を丨!y題にしている， というのも、ンユレズ

4 ンガ一によれは*，後世の半船 | iは他の標識を伴って

はいるが，初期め# 代にしばしばあった一 )̂ の型の練-

り返しであり維続であづたから。だがハーゼは，初期

の都市 i.こ類似の集落は, 大てい後 f c中 lit後期の都市へ

の発展途上にある集落であって，半都市の方はそう，し

た完全な都市になりえないもめを指すのである。両者

CD間には少なくとも半世 | 己め時間的i ずれが存在し，
:m)

その半世紀には専ら真実め都市のみが発生している。

だからもしシュトニプがこめ概金を発见しなかった 

とすれば，パ一ゼは両者をたららいなく都市に頌似の 

集落として分類したセあろうし , 逆に双方を「半都市」 

とすることにも根本的な反対はしないとい5 o だから 

とうした表现は複雑な歴史的現象を“いかえるための 

了解班項でしかなく , それを刹用す名诸は，やの概念 

がどのように理解されてほしいのかという祺だけをレ 

えばよいのである。

\  ■: . .. . . ■ . . . ぐ ::..:へ， ::..

G 時 代 区 分 一 般 ‘ '

一世紀とか半世紀侮の区分でぽを  < , 史実から0 然 

に成立してきた分類を見出そう,とした努力は支持され 

たが,’具体的に個々の場合どうして或る区分を行った 

のかという点や / まf c そうした区分出体も色々の批評 

を受けた。

11 0 0年 と 18 0 0年の二つの大区:分は，批判されず，
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むしろシュレズィンガ一などは，これにより中世の自

治邡市以前の都市やフランス革命以後の近代都市を都

市としてみない法制史家に代表される立場が取り除か 
(35) .

れたといっている。 しかしE . カイザーは反対に，ハー

ゼの咕代区分が制度史•行政史の方向への一商的ねら
(36)

いというマイナスの而を示すと批判している。 しかし 

ハ一ゼは，彼の著作が決して法制史的な研究ではがく，

I 、ろいろの時代に典型的な諸都市の総体を全体として
(37)

把泥することをねらったものであるという。だがらそ 

の限りでこの労作から法制宋の得る利益は確かに間接 

的であるが，他方では綜合的かつ比較学的で,しかも 

地図作成とか或る意味で統計的な結來を期待する著作 

というものは，或る程度時間的にみて確実な結果を予 

:想しうる場所で史料を求めねばならない。そうすると 

制 度 .行政史の比蜇が増大せざるを得ない。このこと 

で時代K 分に若干の辱響はあるだろうが，他の甚準で 

やっても本質的に興なった結梁をもたらさないだろう，

.とハ ー ゼはいう 。 .’

凡そ時代区分というものは，歴史的発展の部分的光 

Wでしかない。例えばズィドウの諸提案は，鈞局時代
もんじよ

区分を完全に解体し t しまう◊ 文書や年代記における 

M及は，都市発坐期の確定に必ずしも決定的ではない 

というズィドウの批評も尤もだが，その他にどめよう 

な基準が求められる.であろうか？ 鋳造貨幣や都市の 

而奶は，史料が均等に存在しているので,既に引用され 

たのであるが,例えば初期の近隣市場の機能の意味を 

発生期の確定に利用し ‘ようとしても，史料的にはどこ 

から右-f .すべきであろうか。琪実が確実でなV、ために， 

いろいろの布情の相互作用的解明はどうどうめぐりの 

中で不"j•能となってしまうであろう。これまでしばし 

ば不確灾な仮設を他の同じく不確突な仮説で支え，相 

瓦作用的な解明に到ろうと試みられてきたが,ハーゼ 

はこれに反対している。

なお史的唯物論の立場からM .ウンガ一は， 個々の 

時代 [K分にあげられた根拠のうち同意出来るものは非

常に少ないとし，き ら に 「都市伽度の発展は,凡ゆる集
(38)

落と同様に生產様式に依存するという。だから例えば 

パーゼが13世紀を叙述する場合に，北西ドィッの沾園 

诚主制，生産関係の变化を伴う農業での商品生産の普 

及を観察に入れ,そとから結論される村落の近隣市場 

の必要性から数多い小都市の発坐を説明しておれば， 

望ましかったであろう。 「彼 （ハーゼ) によりあげられ 

ている諸要因は本来第二義的なものである。驚くのは 

•最後の節につV、てである。都市的な関係は，工業のみ . 

でなく，資本主義一般から生ずるのである。 ‘“ …J 

ハーゼは，’ これに対し，たといとこに© ベられた思 

考の過韶が正しいとしても，それによる研究は , ハ一 

•ゼの著書を雄礎として行われるべきだし，その結粜も 

この労作に照らして検討されなくてはならないという。 

だからウンガーのように_ 実を確定したり，認識し • 

比較し • 史料的に把握する基準に従い分類する顯題に， 

先入観をもって取り組むことは許されるべきではない。 

これらの基-準が，’ 第二義的であるか否か .を検M し， m  

礎固めをすることが次の仕事であり，ハーダは自分の 

地図と労作がこのための基礎を与えるはずだという。

H 個々の時代区分 

⑴ 1 1 8 0年迄

ハインリッ ヒ 獅子公がヴュストプ ア 一 レ ンで唯 一 つ

の都市も建設しなかったことを理出に，獅子公失脚の

年である 1180年を第一の画期とせず，む.しろ多数の市

場が都市へと転化し始めた12世紀の半ばに盧くべきだ 
(39)

とするカイザ一の批判に対して，ハーゼは次のように

答える。まず 1150牢 と 1180年では都市靡生の地図が ,

全く同じ地図となる》 その上新しい速設都市Grund-

u n g ss ta d tが発生するのは， 獅子公の失脚以後なので
^  (40)

あるから矢張り1180年とい.う画期の方が適切である。

次に最初の新しい建設都市Lippstadtの発生の 1185
年を，ハ一ゼの 1 1 8 0 年説への代案として，ホ :r-ムべ 

- ( - 1 1 )
ルタが提案している。彼も， ヴ*ストファーレンでは

(35) W. Schlesinger, S. 209.
(36) E. Keyser, a, a. 0., S. 378.
(37) C. Haase, a. a. O., S. 258.
(38) Manfred Unger の111評 （Deutsche Literaturzeitung, Jg. 83,1962, Sp‘ 679—682) の 682 K 参照》

ただしゥヴガーは，この斟評の前半で800印間にわたる時代の都市概念の歴史的，類型学的解P や，使川文献 

の盌窑さや, 国段的な範囲での時代K分が丨:方等につきハ—ゼの桀紐を梢極的に評細' してV、る。

<39) B.Kcyeer, a.a.O ., S. 378. ,
(40) C, Haase, a, a. O., S. 260.
(41) A, K, Hortiberg, a, a. 0 ., S, 28 f,
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ハインリッヒ獅子公の灾権が無かったことをその理由 

'としている6 ハーゼはこの提案を論ずる価値ありとし 

つつも，史料的には獅子公の失脚以前に領邦化が強力 

•に進んでいたとすれば当然発生しているはずの都市妞 

，設が実証されない以上，獅子公の失脚と逮設都市の発 

.生の間には，偶然以，上の内的関速があるとみるべきで 

.あるという.、

ハーゼは，ここで前稿で詳しく紹介したホヱムベル 

- ク の 1 1 8 0年以前の独包の都市発生図を比較して 

，(本誌6 1巻 1 0号 90—9 1頁)。

第一にハーゼが，1180年当時の都市としたドルトム

ハノト，ヘクスター，..ミンデン， ミュンスター，パ— ダ 

一ボルン， ゾーストの6 都市を，ホェムベルクは， ミ

ュンスターとゾーストを「中世後期の邵市銥型の発展 

.も完了に近い大都市j とし，. ドルト■.ムン. ト， ミンデン 

パーダーボルンを「中世後期の都市類型の発展が開始 

されたばかりの， より大きい中都市」とし，へクスタ 

一を同じ性格の「より小さい中都市j に数えている。

結局へクスターについての評伽が，ホヱムベルクの 

場合ハーゼよりやや低いが , 全体としてこれらの都市 

.については両者の見解は一致しているとハ ー ゼ は いう。

第.ニにハ一ゼは， コノレヴ.ブイ，ヘアホルト， メー デ 

.ノ；ツハ ， ニ ー  ダ ー マ ルスベルク (ホルハウゼンY, ズノ

一ゲンを「都市に類似の集落 j としてあげている。こ 

、の内ヘアホルトとニー ダ一マルスベルクのニつをホ.ェ 

ムベルダは，「より小さい中都市」に入れる。この型に 

.'はその他上記のヘクスターやヴァルブルク， ヴヱルル 

:も入る。ハーゼ■はヴァジレブルクを.1180年に「不確かな 

都市的集落」とし， ヴ- ルルの方は , 1180年から1 ^ 0  
年の時期に入れている。 メーデバッハは，ホヱムペル 

クによると「小都市の性格をもつ集落 j であり，ズィ.

- ゲンq 「中世後期の都市類型- sの発展が徐々に始ま 

る击い教会所在地J , コルヴァイは「あま9 発展しない 

古い市場集落J である。 ’

全体としてコルヴァイとズィ一ゲンを除くと一定の 

—致が両者の間にある。苋解の相迨の一部は，ホ - ムベ 

ルタが都市を規模別に分類したとごろから説明されるa 

第三にハーゼは，.す不確かな都市的集落」としてアル 

ンスベルク，ゲゼーケ ， ヴァルブルク(io三つをあけて

いるか，ホ土ムベルクはヴ‘ゾノレブルクを「よh 小戈し 

中都市」とし，後の二つを「小都市の他格をもつ粜落」 

としている  ̂ .

この他 「衣い教会所在地」の型に，ズィ—ゲンの他 

I2め猫落，「急速 fc•発展しっつある，け圾染落」に リッブ 

シュタットとリ丄一ネンの 2 犯落，敁 後 に rあまり発 

展をしない古い市場集落』としてコルヴァイの他 8 犯 

落がホェムべルクによりあげられている。

この内前二者の型に入れられた促落は， ハv—レ' の 

1180年当時「都市ヒ類似の集落j とされるか，1180年 

か ら 1 2 4 0年の内に発生したとされた都t |/の 3 分め2 
であった。.また最後の型.に数えられた集落は’ .ハ 一 ゼ, 
においてはコルヴァイを除くと，1 2 4 0 #以降に都市と 

されている。

と.しろで「古い教会所在地」というホェムペルクの.. 
第五の類型を十分観察してみると，そこにはハ — ゼが 

1180年から 12奶华の間に数え上げたミユンスタ—地， 

方の集落はテルクテを除き企て入っている。ここにj  ‘ 

プリ'ンツとK . ク.レ.一シヱルに対するホェムベルク独 . .

诌の立場が表現されてい$)。

プリンツがミュンスター周辺の古い道路網とこれら 

の部市発生との関速を注 |：| するのに対しては，ホエム 

ベルクは中世後期の都市の大部分は教会ガ口リング時 

代の核的集落すなわち原教ぼ教会所在地Ui.pfamn.ten 

から発生していると反駁する。またクレ一シエ ルに対 

しては， ミュンスター地方の教会所布地が，非常に小 

規模の共同所有地しかもたず，初めから局地的な綠済 

交 換 （网边地域の為の市場交舄）の中心地であっ たと生 

張す'る。だからそれらの集落は，都市法の賦与以前に 

すでに蜇耍な集范であった。

しかしホユムベルクが， ミユンスタ—地方の，六つの 

集 落 を 「中世後期の都市類观への発於が徐々に始まる 

卉い教会所在地」という第五の型に入れたのは，各集落 

の史料によるのではな“ 一般的吟味と類推による姑 

論〖こよるとハ一ゼはいう。 こ’うした方法では全体•像を 

5Eめること:ざえ必然的となる。.ホユムペル_クはヴ尤ス：：

トファ— レン史についX の彼の以大な一般的かつ史料 

的な認識のため , 集落の発生を冏じ史料からハ…ゼが 

妥当とみる時期より部1-い時期へと押し识す餌ド，丨がある,
(42) 0, Iiaase, a. a, O., S. 261 f.

(43) J. Prinz, Mimigernaford-Miinster, die Entstehungsgeschichte einer Stadt, Miinster 1960 (Vcroffontlichungen 
der Historischen Kommlssion Westfalens XXII: Gcschichtliche Arbeiten zur w^stfiilisclien Landesfoi-schun^, 
】3d. 4*) J K. Ktoescholl, Weichbild.

'(44) C. Haaso, a. a, 6 ,t S. 262.
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大体において彼は，1180年に丨出題となる猫落につき， 

ハーゼより一段階高く分類している6 ホ :^ムベルクは， 

，、一-ビの判断が客観性を志向しつつもなお主観的で、あ 

るといい，ハーゼはホ；c ムベルクにしてもかかる主键 

性から 1-1丨丨丨ではないとする。結局異なる$ つの视角は 

それぞれの方法において正しく，共同で一つの間題に 

ついての全.体像を与えるのである。

T O , 小ェムベルクとの相違はそう大きくなく，へ 

クスター，.コルヴプイ，.ズイーゲン4 ヴプルブルク 

ヴX ルルの五つの集落に関しての見解だけが大きく隔

たっていた。

ここて'ハーゼは，1 2 世紀前半O ヴ0：ルデン修道院

荘園庁の徴税搏 H e b e r e g is te rを使用して,この修道

院の農奴達が凡そ2 5 年間に六っの狃園• 主要管理所

から周辺の諸都市べ流出した突態を，ホェムっ^レクが
(45) . . . .

把握しようとした辦を高ぐ評価してぃる（図 5 )。それ 

によると 5 名以上の農奴め流出先は，ドルトムント，ゾ

ス'一ト，.パーダー？̂ルン，‘ .ゲゼ一ケ , ヴ c t ル'ル， リ.ュ

ーネンであり， 4 名から 2 名の農奴の流出地としては，

■ミュンズタ一， ヴァルブル• ク，ア'ル:ソス‘ベルク， リユ.

図 発展途上の諸都市べのヴニルデン修道院農奴の流出（略 1125—1150年）

^ヴェルデン修适院油囲主要管埋所 
o  i 人の農奴が流出した先の都市的地落 
•  2〜4人の農奴が流出した先め郝市的集落 
®  5人以上の農奴が減mした先の柿市的集-落 

1 一3 人の流出苕 
4 人以上め流出名 '
0 10 20 30kra
し

^chopplen 
' berg

A. K. Homberg，Zur Erforschung des w estfalischen Stadtewesens, S. 38f Karte 2.

(45) A. K. Homberg, a. a. 0 .； SS. 37—4 1 .彼^:よればこの徴税簿に記載されているEinlopeliudeは,ヴェルデシ修 

逍院から立ち去った農奴または隸農の子供達で，想等に人頭税を納入させるため，立ち去った先の住所とそとで- 
の職業が記入されている。 そしてその流出先は, 周辺の農村か, より遠い地域のより大きい集落（既に雜市となつ 

ていナこか,数十年後には都市へと発屁し始めた维落）であった。注 inすべきらとは, こうした都市的維落のうちにか- 
なり 遠隔の帝闺都市 ゴス ラールや司教在住地の フ；c ルデン ‘ アン•デア•アツラ一，プレーメン，オスナ一プリユツ 

クが合まれていたことである。またヴヱストファ一レン内部においては古くからの商業路ヘルヴェークH ellw er  

班部の集落が，ヴエルデンの鹛奴達をかなり吸引してI 、る。 これらの移住渚は流出先で商入，手工柒劣，日傭い 

等になるのでるが，この人々の流出の範四の大きいことは，クレー，ンx ルの想像した以上であるし， またi!rい
め湖領主 との紐がある以上彼等.が由山なWeichbildの住风として一つの共同体をなしていたとクレドクェルのよ 

うにいうことも出来ない。むしろホがふバルクは，この時期には， いまだ「都市の绝気は自⑴にする」とい5 原; 

則は出来上っていなかヴたと推矩する。それはなお数十印後になって初めて確立されて行くのである

t ぐi

1  
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Ibid., S. 31.

K* Bosl, a. a. O., S. 599.
G. Haase, a. a, 0., S. 264.

■Gustav E n g e lの書評. (Osnabrucke? Mittoilungen, 70,1961, SS. 194—1 9 7 )の 197 真参照•. 
C. Haase, a. a. 0., S. 264.

H. Stehkaniper, a. a, 0., B. 2401
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-一テン，. ヴ.プ.十レンドル*フ，.イザロー  y , :カーメンで 

あり , 1 名の農奴の流出先はアーレン， プリロン，フ 

レッヶンホルストとなっている。

この史料はン明らかに1 2 世紀前半に農村から都市 

への人口移動があった :こ，とを示し, ：多■くの集落が当時 

漸次都市へと発展しゥつあったというホェムベルクの 

仮説に間按的な証拠を与えてぃる。

ただ11邠年当時の都市的集落の地因を作成するには， 

何をもづて都市とするかという定義又は解釈の問題が 

残るし,その他農奴をこれらの集落へと駆り立てた動 

機の問題も残る。例えばヴェルルの場合,彼等が塩泉 

での労働者としてそこへ赴いたととも考えうるであろ 

う* ....
おそらく1180年迄の時期には漸次的な祢市生成の現， 

象があり，その後，1士40年迄の時期に計画的な都市へ 

の転化があったという事であろうが,仮説が重きをな 

すような要素は排除しなくてはならない地図の作成と 

いう視角からは， 自分の地図も正当化されるとハーゼ 

はV、う.。:：だから彼.はホエムベルクの批判に従い1180年 

当時9 都市的集落を 2 倍に修正するということはしな 

い。ただホゴムベルクの地図は自分の地図への対立像 

(他方の極）としておぐという„

......

⑵の(ィ） 1 1 8 0 年一1 2 4 0车

との時期については議論がおこらなかったのである 

が，ホエA W ルクからは1180年から14世紀半ばまでの 

間&6柳かし、区分を設ける理由が余り無ぃとの批評があ 

った。彼によれば，124 0 年 と 1 2 9 0年当時は漸次的発 

展の時期であったので， これを区分する必、要はないと 

いうわけである。ハーゼは， これに対し凡そ或る年代 

で時代を区分することは，そもそも同じ問題を含んで 

いるのであり，にも拘らず歴史的変化を地図の上に表 

现するためには， こうした区分も必要であるとする。

この他K . ポーズルは， リュ一テンという集落の場 

合にみられるよ，に，ラントの平和が果した本質的な 

役割をハーゼが過少評脑していると批判する^?，ハ ー  

ゼはリューネンの場合明らかに領邦の要塞創設という 

動機がはっきりしていることを認 め つ つ も， こ の 時代

展 m  ' -

他の都市にはこの槌の勋機が欠けているとす( f 。 しか 

し彼もこの問鹿はなお研究して行く _ f{があることを 

認めている。

⑵め(ロ) 1240 年r - 1290 屯

この時期についそば， G .エンゲルが， ハーゼの使 

用した，宴塞小都市 j とぃう概念が適切かどうかとぃ 

う問題を提起している。彼によれば領邦对主の城砦を 

自己の市壁により包摂してしまう小都市が， ヴ:スト 

ファ一レン柬部地方に集叶丨しており, これは先のハー 

ゼの概念には十分対応しなぃのではなぃかという。

ハーゼによれば， これはハーゼのいう袈塞型小都市 

め発生を促進したり，阻止し:^りする他の発生要因と 

関， ，それはさらに領邦侮の特殊性の問題に掃する；： 

という。例えばミュンスタ一では问時に毁寒でもあっ： 

たより古ぃ中都市が既に布在してぃたため，新しい班 

塞型部市の数が少なかづたとぃえるし，近隣の領邦と 

の関係で防衛設備のある {市の説置が緊急の課題とも‘ 

なれば，その反対ともなる。この.他都市領主の人格 • 

政治的目的等史料から中々把握し難ぃ問題や，個々の 

領邦の地理的位置も重耍であり， これら全ての期因が； 

合流して都市発生の働機となるのである。 しかもその : 

把握のために我々の手元にあるのはー捤りの大部分法 

制史関係の史料やその立地や規模など今口まで残存す 

る要素や後世の史料だけである。かくしてハーゼは ,

こ、の概念で十分に包摄.されぬことや個別研究の必要な 

ごとを確認している。

⑵の㈧ 1 2 9 0年一1沾0 iv.

ここでも議論は殆どおこらなかった。 ただ終期を 

1350年とすること，またその後の1350年から 1803牟 

という大区分もシュテ一ケムパ一により問題とされた 

が，こ れ に つ い て は 以 下 で も う 一 度 収 り 上 げ :

⑶の(ィ） 1 3 5 0年一1 5 2 0 年

こごでは■ 々の批判が提出された。

まずシュレズィソガ一は，1350年 が 「ドイツにおけ 

る，いわゆる 1■否宠的 j な植段時期の凡その聞M j の 

時期だとして認めるのであるが， このことはヴ工スト 

ファ一レンのみならず全ドイツに妥当することであり>

■，界— 微̂
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W. Schlesinger, a. a. 0., S. 209.
A. K. Homberg, a. a. O., S. 29 f,
E. ICcyser, a. a. O., S. 378.

H. Stehkamper, a. a. 0., S. 240 f.
J- Sydow, a. a. O., S. 243.

的稿め注（10)を参照  ̂ J. Sydow, a. a. 0., S. 243, Anm, 21. 
C. Haaee, a, a. 0., S. 265.
A, K. Homberg, a, a. O., S. 30.
K, Bosl, a. a. 0„ S. 602,

II, Stehkaniper, a. a. O., 240 f.
C. Haase, a. a. O., S. 266,

设 Koyser, a. a, 0„ S. 378.

もし、ソヱストファーレンにとって_ 際に必要であると

すれば，一般的な大区分としても考えられるのではな 
(52)

いかと問う。 •
しかしシュレズィンガ一诌身は， この点でこの1350

年という区分におV、ては，実_ の描造変化が問題では

なく，従って大きな，関述性のある発展の諸傾向の中

で地域的 , 時間的な独丨;丨の展開を明らかにするには適

■していないとする。かぐしてヴ文スト.ファ一レンにつ

いても 1100年 と 1800年の二つの主毁時如で大区分す

ることで十分ではないかという。 ,

これに対し，十、エノ、ベルクは，この時期区分を主要 
■ ■ (53)

な丨丨H'CI?：分としてでなく，小区分としてのみ認める。

また力イザ—も，1350年から 15 2 0年迄の時期区分を

認めつつも，初期近世の君主都市が新しい都市だとい

う迎山で，それをそれに先立つ時期とニ緒に考えよう

とする。 しかし 1 8 世 紀 の 「間接税都市」以外にヴ尤

ストファーレンでは r君主都市 j などなかったのであ

るから，力イザ一の議論においては時代区分が外部か 
(51)

ら押しつけられたことになる。 シュテーゲ入パーもま 

た 1350年の画期は都市の構造や機能の変化と関係が

ないと.いい，さらにアルテナやプレッ .カ^ -フエル.トの

ような新興の工業粜落が既存の都市的生活様式r 対し

った播造をもつことも十分实証されていないとす

る。こうした構造をもたらしたのほ，1290年来め半都

市 だ け で あ り 1 8 世紀になってやっと間接税都市が

それを完成したのである。

敁後にズィドウは南部ヴ:> トプァ一レンについて，

ァルソスベルク伯爵家の死滅した1368年を画期とした 
(66).

いというo また彼は，13 5 0年の代りに 1550年を中世 

的な都市のg 凼から国家的監督の下での丨丨丨治への移行 

のH 期としようとするE . エンネンの提案も引用して 

いる。 しかしこのエンネンの考えが妥当するのは，こ

の時期に都市の自治を享受していた大都市だけであろ， 

ぅ。 .

また 1 5世紀末と 16世紀初頭の鉱山都市を圆期とせ

よとズィド.ウは提案十るが，ヴ^ ス. トファーレンには'

この種の都市がなかったのであるから， これは無理で

地 理 ‘ 地形からして防衛設備を必要としない工業染落 -

があらわれた ことからみて矢張り14世•紀半は>を幽期と 
. . .  (58)

みてよいとハーゼはいう。そして 1350年から 1803年 
の間の時代に  よ り，こうした工業粜范から 1 8 世紀の 

間接税都市亡到る新しい発展と一緒に中 ill：的な都市制 

度の衰退が一括される》また1350却在が，都市網の一 

般的な稠密化め時代であらたのに対し，それ以後の時 

代になると鉱山都市，嵙主都市，•工業集落 , 亡命者都 : 

市等いずれも特宠の政治的‘経済的動機ヒ故き特定の 

地域に発坐する特珠な都市類型ら時代となっている。 

だ か ら 1 4 世紀半ばは部市発生の仕方とそq 動機にお - 

いて極く 一般的かつ根本的な境界であるといえよ  う。

(3)の(ロ) 1520 年一1648 年 -

ホュムベル夕は , この時期の開始を 1 5 0 0年と提案
(59)

しているが, 終期は1648年でよいとする。これr 対し

ボ一ズルは，1648年とU、う画期は，「あまりにも政治史
(60)

の芘カj の下^ :あり，説得性が必ずしもないどする。

同様にシュテ一ケムパーも1 8 世紀の間接税都市の時 
(61)

代の方が好ましいとしている。

ハ一ゼは , これに対し，間接税都市の成立ぼプp イ 

セン領だけの現象であるし , 1648年ならぱヴエストフ 

プ一レンの歴史に対するプロ彳センの介久を一般的に . 

象徴出来るので，この画期をk -当どし七い i f 丨 
⑶の(ハ） 1 6 4 8年一1 8 0 3年

この時代の終期については，「君主都市」という点で-

16世紀から19世紀の半ば迄の時代を設定する:力イザ一 
(63)

か， これを問題としている。 しかしハーゼは，
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学 界 展 蜇

中の立法による西(市制度の变5Tはフ 9 ソス革命の結柴 

の波及であって , 1S03年を根本的な劃期とすることは 

自明のことだとすI ?

⑷ の ⑷ 1 8 0 3 年一1 8 7 1 牢 

ノ一*切# b評がされなかった。.

⑷の(口） 1871 1918

ホ工ムベルク .とシュテ.一 .ケムパーの 2 人が，1918年 

という個期を余計なものとしていI t ) ベ、一；t fもとれが 

本当の画期ではないこ :とを認めつつも，過 去 l o o 年の 

怒|ぼような発展を区分するための補助手段であると 

する。

⑷の㈧ 1 9 1 8 年一19如 生

ヱンゲルは , この時期に出現した新しん、都市主大ぺ 

ルカムとゼソネシュタットが無視されていると指摘 
している。

まとめ 一 特に他の時代区分め提案と関述して一

ハーゼは，. ここでホ工ムベルクとシュテ一ケムパ— の

時代区分に関する独自の提案を取り上げる。

’ ホェムベルクの提案は，戚に前稿において紹介され 

ているので， ここでは省略する。

シュテ一ケムパ一の蒔代区分は次の通’り 

第 1 の 主 要 な 時 代 1 1 8 0 年迄 

第 2 の 主 题 な 時 代 1180 年から 1 7 0 0年頃迄 

a 1180 年 - - 1240 年 

b 1240 年一129CV 平 

c 1 2 9 0 年一1 7 0 0年顷迄 

第 3 の 主 要 な 時 代 1 7 0 0年頃から 1 8 0 3年迄 

第 4 の 主 要 な 時 代 1 8 0 3 年以来 

a 1803 年一1 8 7 1年 

b 1 8 7 1 年以来

さてホヱムベル《は最初の画期をハーゼのそれより； 

5 年ずらして， リップ'ンA タッ_トの建設の年H 8 5 年 

とするのであるが，こめ.5 年間に.は何ーづ都市発生が 

無いのであるから，、地図作成の上では,.この提案は何 

の蒽味もない。興味があるのは，彼 が 1 1 8 0 年当時の 

都市を完成された都市としてではなく  , 「坐成しつつ 

もるもの」 としてとら免ている点である。こうした彼

(68)

(64) C. Haase, a. a. 0 ” S. 266 f.
V65) A. K. Homberg, a. a. 0., S, 30.
(66) H. Stehkamper, a. a, 0., S. 242.

'(6?) G. Engel, a. a； O., S. 242.

(68) H, Stehkemper, a, a. 0 K SS‘ 239—242.

の考え方を， ヴエス）̂フプーレンのi j丨市発作.を原教区: 

教会所在地に求め ;6 解釈と一緒にしてみると，ホ 二 ム  

ベルク自身が初期の都市ヒついて主観的な観念をもっ 

ている.ことがはつ.き.りする。：だから.ハーゼは均分の地 

図と彼の地図は，相互に補い合う二つの独立の像= 视 

角であるという。

第二の主要な時代は，ホ；̂ム ベルクもシュテ一ケ ム  

パーもほぼ同様^ :とらえ^:いる。テこだ終期に関 し-‘方 

か政治史上の事件から1648年を■とり，他方が部市史上 . 
の新現象 (間接税都市の出現）から 1700年頃をとるとい 

う相違がある。さてホエムベルクがu s e 年から 13G0 
年を一時期としてまとめ，ハーゼのよ 5 に細かく分剧 

するこ-とに反対しているのビ対し , ハーゼの方は,: ぞ 

うしたやり方はこの時期の動的発展の認識を妨げると 

いう。 しれし対しシュアーケムパ一め方がハ一ゼ的 ',r

考え方に同意しているといえるが，1 2 9 0年 以 降 1700 
年までの発展段階を一*つの時期とするところが， ハ ー  

ゼとも興なるので、ある。’

間接税都市の発生については，ホエ.ム:ベルクの方ば .'  

近代的な都市発展の一段階とみ , 、ンA テーケムパ—の 

方は，独立した一つの時代としている。

以上の一人の提案をハ ’一ゼは自らのそれと比較し' 
根本的にはこの三つの提案はそれ裎根本的にかけ離れ 

たものではなく，強調点が相遠しているだけだとい ) . .  

本質的な相違があるとすれば / それは種々■の細かい_時_ 

期をそれぞれの主要な時代にいかにく  くるんというぬ 

である，特 に 1 3 5 0年を主要な画期とするというハー 

ゼの提案ほ，.む し ろ 1 7 世紀をそれとする .ニ人により' 

退けられている。これや他の細かい時期区分をめぐる 

諸提案から判ることは，中世と近世の都市制度を境界 

づけることがいか〖こ困難であるかとい.うことである。，.. 

都市網の恒常的な稠密イfcが終了し地域的又は散発的 

に都市数が漸次増大しはじめる画期として，ハ ー ゼ は  

自分の提案した1350年がそう惡い提案ではないという•. 

ごれにより中世の都市制度には適合しない工業集落の 

みならず，酋主都市 , 首都 , 鉱山都市，亡命者都市も 

この時期区分により正当fc位置づけられるという。

ただしシユテーケムパーによつ て取案された間接税 

都市を独立の主悪な時代とするという考えにも正劣な
5 - * .
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观丨〖丨がないわげで:はない。 この時代をもう少し早くか 

ら妨め，「絶対主義の都市J という名称で一つの主要な 

抑代とすることも可能であろう。この場合には次の竺 

つの時代区分が登場する。すなわち •

中丨1丨:め 都 市 .

絶対主,義の都市 

工業時代の都市

このように，発展段階のまとめには，いろい今の変 

種が可能であることが判る：

. ハーゼは,こめ後に地図についての批評に対するコ 

メントを行い，それに続いて個々の都市に対する補注 . 
を忖して , こ の 「批判的後氍J を終っている。

さて以上 , カール*ハーゼの著書とこれをめぐる西

独脞史学界の論争につき紹介してきたのであるが，以

下二っの問題点を指摘しておこう。

馆一の点は , 時代区分に関してである。時代区分と

いっても，時間の流れを機械的に一世紀文は半世紀毎

に区切って行ぐ客観的区分法が問題なのではない。間

題なのは，「歴史の現実的な流れを歴史が主観的に停

止させる」 (A. K ,ホヱムベルク）主観的E 分法の方であ 
<69)
る。 トイツにおいては，歴史学派の発展段階説という「

形で，この主観的区分法が独特の発展をとげてきた。 •

都市史について特tこ有名なのは，カール.ビュッヒャ

一 の 鎖 的 家 内 経 済 j , 「都市経済」，「国民経済 j の三 
(70)

段階の区分である。

さてこの方法の利点は，歴史の一般的な発展の傾向

を描き出すところにある。古くはカール•マルクス，最

近ではウォルタ一•ロストウのこの種の区分が世界的に
( 71)

:利用されるのも，こうした利点があるからこそである。

ところがこの利点こそ， この方法の弱点でもある。 

すなわちこの区分法で示しうるのは，あくまで一般的 

な発屁傾’向であるから，個別の発展傾向は無視される 

か，一般の発展傾向に反映する限りで考虛される片過 

ぎない。だから個別の発展傾向を表現するには，夫々 

•の辟Iや地方，さらに地域そして最終的には個々の集落 

の時代丨2 分を必要とすることとなる。少くとも単一の 

時代匿分で , かなりの〗ムさの国や地方の歴史的発展を 

表現することには無理があるといえよう。こうした弱

点を補うには，地方を対象とした場合セ、も, 地方全体 

すこついてと同様にその地方内部の個々の地域について 

も独诌の区分を行う‘ ことが必要である。そうすること 

によってのみ地方全体の一般的発M をも正確に汕象し 

うることとなる。 この場合地方内の地域が，単なる地 

迪的な意味での地理に留まらず，中世ドイツめ場合む 

しろ政治史的な地域（領邦支配侮の)が対象となるめは 

いうまでもない。 •
さてハーゼは，こめことを彼の研究の弱点として認

(72) '
めてはいるが，時間的な制約という理由で，地域毎の

発展傾向を十分に研究しないというのは矢張り問題だ

と思われる。何故ならそうした研究によって始めて，_

ヴヱストフア一レン全体の— 般的発展傾向をs i荚な形

で表現しうるからである。 .

さらに時代区分については， もう一つの問題が存在 

する。それは区分が，どうしても区分をした当集者の 

史観や事実判断によって主観的なものとならざるをえ 

ないという問題である。このことは，この論争に参加 

した人々も皆確認しているところである。事実ハ一ゼ， 

ホエムベルク，シゴテ一ケムノく一の同じヴ1ェ'フ、ト:ブア.

一レンについての時代区分は，それぞれ特色をもっ 

ている.。特に都市の制度，’ 行政，経済等都市の本質を 

構成する要素のいずれを重要とみるかによる相遠は ffl 

要であるといえよう。この面でも本来時代区分は，そ 

れぞれの要素を中心にした,より特殊な区分に分解さ 

れ,それぞれの面での都市の発展傾向が表現される必 

要がある。

ハーゼの著書は時代区分に関する以上の問逋点を十 

分意識的に解決していないように思える。 しかも彼の 

課題が， ヴュ义トフ.アーレン地方の都市についての歴 

史地図作成であったとすれば，出来るだけ客観的な素 

材の提供という面が軽视され，その素材の主観的加エ 

に重点がおかれすぎていると批判されても仕方がなレぐ。

この点,展開の仕方をもっと多元的にすることも出 

来たのではないか。例えば，第一部と第二部にわけ , 

第一部では機械的時代K 分に鉴き,,地域每の発展傾向 

を示すことを@ 指レ第二部でハーゼ独自の分析と時 

代区分耷示すというやり方が考えられる。機械的な時 

代区分の利点は，雒にでも通用するという客観性にあ 

り，作業上も匕較的简堆である。この区分に従い，地

(69) A, K, Homberg, a. a, 0„ S, 27-

(70) Karl Bueher, Die Entstehiing der Volkewirtschaft, 1893.

(71) Karl Marx, Vorwdrt seines Werk8 “Zur Kritik der Politischen Ckonomie,” 1859., W, R<totow, 'Prdceaa of 
Economic Growth, 1960.
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方全体のみならず地域の発展傾向を示すことは,誰で 

もがそこから独肖の判断を引き出しうる資料篇として 

利用価値を高くしだに遠いな(い：

その上で第二部でハ一ゼ独自の時代区分を自らの分 

折に基-き提出すれば，叙述そのものも，もっとまとまり 

と萍みをまレたであろう。例えばカイザ一など批評 

で指摘され在ような分析酣での偏り（制度史的観察が強 

く, 人 u 史 • 経済史的分析が弱い）も,そうすればふせ 

げたかもしれぬし，た i いふせげなかったとじても，

ハ ー ゼ自身の偏りであるごと力t ， よ り明確となった に  

違いない。それにしても都市発生期の確矩作業と主観 

的時代区分を同時 fc行ぅたことは，後者について木来 

必要な分析や展開を紡げて .しまったといえ:よう，

‘)、一ゼがこの後の点で今後研究の意志を当®持ち合 

せないだけに，残念である。いずれにせよ，これまで 

大まかにし々ザしえなかった都市の歴史的発展傾向を， 

一地方につさ美証的に確矩しナこ業級は，不滅といえよ 

5 . * . . .

(72) C. Haase, a. a. 0., S, 252 f., S. 258.

(73) ふう ..したやりプ■/については，.拙稿..「近世初頭中部ドイツの農村都市，市場町についてj ⑴ 三田学会雑誌第5fi 
巻 3 分 28 K 第 6 表参照：


